
平成 23年東北地方太平洋沖地震にかかる住民票の写し等 

各種証明書等発行手数料免除事務取扱要綱 

 

１ 目的 

この要綱は、東北地方太平洋沖地震の被災者等が行う、震災が原因となり必要となった各

種申請に要する住民票の写し等各種証明書等の発行手数料を免除するとともにその発行事務

取扱等について必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 手数料を免除とする証明書等 

 

 ・戸籍全部（個人）事項証明書(戸籍謄（抄）本)  

 ・除籍全部（個人）事項証明書(除籍謄（抄）本) 

・戸籍一部事項証明書・戸籍記載事項証明書 

・除籍一部事項証明書・除籍記載事項証明書 

・改製原戸籍謄（抄）本 

・戸籍届書記載事項証明書 

 ・住民票の写し（広域交付分を含む） 

・住民票記載事項証明書 

 ・外国人登録原票記載事項証明書 

 ・戸籍の附票の写し 

 ・印鑑登録証明書 

 ・住民基本台帳カード 

 

３ 対象者 

  平成 23年 3月 11日「東北地方太平洋沖地震」の発生時に、当震災の災害救助法の適用を受

けている地域において被災された方 

 

４ 期間 

  当分の間  

   

５ 事務処理について 

（１）請求書の受付 

   ・一般の請求書により受け付ける。 

    

（２）請求内容の審査 

   ・使用目的が、震災が原因となる各種申請であること。 

   ・広域交付住民票の写しの本人確認については、原則として事務処理要綱のとおりとする

が、請求者の本人特定が可能な方法を用いること。 

   ・その他通常の取扱いとする。 

 

（３）証明書の発行・交付  

   ・無手数料のゴム印を押印する。 

   ・証明書を無手数により交付する。 

   ・発行件数を無手数料件数に計上する。（震災分は内数表示のこと） 

 

    

附則 

この要綱は、平成 23年 3月 25日より実施する。 


